
春江北部用水路工事に
伴う用地取得

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流農
業水利事業所長　播磨　宗
治

福井県坂井
市丸岡町愛
宕２番

平成23年12月15日
春江町土地
改良区

福井県坂井
市坂井町下
新庄第1号1
番地

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

公共事業の施行
に起因し、不可避
的に生ずる損害
に関して契約を行
うものであり、工
事に起因して損
害等を受ける権
利者との契約で
あり、場所及び契
約相手方が特定
されるため

－ － － 1,719,932 － － － － － － －

庄川放水路（吉住工区）
その２工事の施工に伴う
上水道管の移設補償金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局庄川左岸農地防
災事業所長　大谷　寛

富山県砺波
市幸町8番
20号

平成23年11月8日
高岡市水道
事業管理者
嶋耐司

富山県高岡
市広小路7
番50号

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

公共工事の施行
に起因し不可避
的に生ずる損害
に関して契約を行
うものであり、工
事に起因して損
害等を受ける権
利者との契約で
あり、場所及び契
約相手方が特定
されるため

－ － － 4,762,800 － － － － － －
11月分報告
漏れ

庄川放水路（吉住工区）
その４工事の施工に伴う
上水道管の移設補償金

分任支出負担行為担当官
北陸農政局庄川左岸農地防
災事業所長　大谷　寛

富山県砺波
市幸町8番
20号

平成23年11月8日
高岡市水道
事業管理者
嶋耐司

富山県高岡
市広小路7
番50号

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

公共工事の施行
に起因し不可避
的に生ずる損害
に関して契約を行
うものであり、工
事に起因して損
害等を受ける権
利者との契約で
あり、場所及び契
約相手方が特定
されるため

－ － － 4,439,600 － － － － － －
11月分報告
漏れ

提案者の数予定価格

住所

随意契約に
よることと
した会計法
令の根拠条
文（企画競
争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

競争性のある契約に移
行予定のもの

移行困難な
事由

移行予定年
限

うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含
む。）

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

備　　考

商号又は名
称

契約金額契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場
合の記載事
項）

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

名称 所在地
うち農林水
産省出身者

落札率


